
2 0 1 9 年 １ 月 ９ 日 

東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 187 回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

 

【不適合関係】 

・ 特になし 

 

【発電所に係る情報】 

・ 12 月 11 日 原子力社内カンパニー化等の組織改編に伴う保安規定変更認可 

申請の今後の取扱いについて                                〔P.３〕 

・ 12 月 12 日  柏崎刈羽原子力発電所６、７号機原子炉設置変更許可申請書の 

提出について                                               〔P.６〕 

・ 12 月 12 日 「第 4回原子力施設等における事故トラブル事象への対応に関する    

公開会合」における当社説明資料のホームページ掲載について  〔P.10〕 

・ 12 月 13 日 柏崎刈羽原子力発電所 7号機の工事計画認可申請の補正書および 

柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更 

届出の提出について                              〔P.26〕 

・ 12 月 13 日 ケーブルの敷設に係る調査、是正状況について                  〔P.30〕 

・ 12 月 13 日 防火区画貫通部の調査、是正状況について                      〔P.31〕 

・ 12 月 13 日 荒浜側洞道内のケーブル火災の調査状況について              〔P.32〕 

・ 12 月 13 日 平成 30 年度全戸訪問実施状況について                       〔P.39〕 

・ 12 月 19 日 不適合の予防処置の不備について                            〔P.41〕 

・ 12 月 21 日 「原子力災害対策充実に向けた考え方」に係る当社の取り組み 

について                         〔P.43〕 

・ 12 月 26 日 廃止措置実施方針の公表について               〔P.82〕 

・ 12 月 26 日 素材メーカーの不適切行為に関する当社原子力発電所への 

影響について                                               〔P.85〕 

・ 12 月 27 日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P.87〕 

 

【その他】 

・ 12 月 27 日 新潟県よりご要請いただいた放射性物質を含む浄水発生土の 

引き取りに対する回答について                               〔P.92〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ 12 月 27 日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ 

進捗状況(概要版)                〔別紙〕 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】 

・ 12 月 6 日 原子力規制委員会第 660 回審査会合 

議題：組織改編に伴う保安規定変更等について 

・ 12 月 11 日 原子力規制委員会第 661 回審査会合 

議題：組織改編に伴う保安規定変更等について 

・ 12 月 18 日 原子力規制委員会第 663 回審査会合 

議題：設計基準への適合性等について 

 

 

以 上 
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原子力社内カンパニー化等の組織改編に伴う保安規定変更認可申請の 

今後の取扱いについて 

 

2018 年 12 月 11 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社は、2018 年 11 月 20 日、原子力社内カンパニー化等の組織改編に伴う保安規定変

更認可申請を実施しております。 

 

 原子力社内カンパニー化等の審査会合では、「社長の責任の所在」や「福島第一廃炉推

進カンパニーとの関係」などに対し、規制庁よりご意見を頂いております。 

 

 審査会合でのご意見を真摯に受け止め、当社としては、社内で幅広い検討を行い、より

良いカンパニー化を実現するために、改めて変更認可申請をさせていただくことを本日の

審査会合の場で説明いたしました。 

 

 今後も引き続き、当社存続の意義である「福島復興と福島第一原子力発電所の廃炉の貫

徹」に着実に取り組むとともに、安全性を絶えず追求する企業文化を確立し、立地地域や

社会の皆さまから信頼頂ける社内カンパニーを実現すべく、検討を進めてまいります。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

・原子力社内カンパニー化等の組織改編に伴う特定原子力施設に係る実施計画及び原子 

炉施設保安規定変更認可申請の今後の取扱いについて 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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平成 30年 12月 11日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

原子力社内カンパニー化等の組織改編に伴う特定原子力施設に係る 

実施計画及び原子炉施設保安規定変更認可申請の今後の取扱いについて 

 

１． 経緯 

  当社は，原子力事業に係る組織（福島第一廃炉推進カンパニーを除く。）を

社内カンパニー化した「ニュークリアパワー・カンパニー」の設置に係る特

定原子力施設に係る実施計画及び原子炉施設保安規定（以下，「保安規定等」

という。）変更認可について，平成 30年 11月 20日に申請いたしました。（福

島第一原子力発電所：廃炉発官 30第 238号，福島第二原子力発電所：原管発

官 30第 143号，柏崎刈羽原子力発電所：原管発官 30第 144号） 

  平成 30年 11月 29日，平成 30年 12月 6日の審査会合では，主な論点とし

て，①社長の責任の所在，②福島第一廃炉推進カンパニーとの関係，③2017

年 8月 25日に原子力規制委員会に提出した文書（以下，「7項目に対する回答」

という。）との関連性が抽出されました。当社は，それら論点を踏まえて申請

の内容及び今後の取扱いを検討する旨を表明いたしました。 

 

２． 社内カンパニー化の目的及び審査会合における論点 

（１）社内カンパニー化の目的 

  社内カンパニー化により，以下の目的が達成されるため，引き続き社内カ

ンパニー化は重要であると考えております。 

  ① 安全性・安心の向上 

  ② 地元本位な体制構築 

  ③ 部門間の縦割りの打破 

  ④ 原子力部門の自律性の向上 

  ⑤ 意思決定の高度化・迅速化 

 

（２）審査会合における論点 

① 社内カンパニー化に伴い，社長の責任の所在が変更されないことや，社

長が原子力安全に対しより強い責任を果たすことができる体制及び仕組

みとなっているか 

② 社内カンパニー化に伴い，福島第一原子力発電所の廃炉を着実に進め，

福島第一廃炉推進カンパニーとの連携を一層強化する体制及び仕組みと

なっているか 

資料１ 
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③ ①及び②を実現するための体制及び仕組みであることが，7項目に対す

る回答との関連性を含め，保安規定等へ明確化されているか 

 

３． 本申請の今後の取扱いについて 

  当社は，社内カンパニー化等に係る組織改編について，審査会合での論点

を踏まえ，より良い社内カンパニーを実現するために，今後，社内で幅広い

検討を行い，改めて保安規定等変更認可申請をさせていただくことと判断い

たしました。 

また，今回の福島第二原子力発電所の申請においては，社内カンパニー化等

の組織改編とは異なる案件として「周辺監視区域境界付近の空気中の粒子状放

射性物質濃度の測定場所変更」を合わせて申請しております。これは空間放射

性粒子濃度測定装置を仮設設備から本設設備に本復旧し，設備面から安全性を

向上させるものであるため，当該案件のみの申請となるよう補正いたします。 

福島復興と福島第一原子力発電所の廃炉の貫徹は，当社存続の意義であり，

終わりなき原子力の安全性向上と両立しながら責任をもって取り組む社内カ

ンパニーとなるよう検討いたします。 

 

 

 

 

 

以上 
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柏崎刈羽原子力発電所６、７号機原子炉設置変更許可申請書の提出について 

 

2018 年 12 月 12 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社は、柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の原子炉設置変更許可申請書を、本日、原子

力規制委員会へ提出いたしました。 

 

 今回の申請は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の改正や、タービン補機冷却海水系の隔離インターロックの設置など安全性向上の

ための設計変更に伴い、本文等の記載内容を一部変更しております。 

 

当社は、引き続き原子力規制委員会による審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、福島

第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏まえ、更なる安全性、信頼性の向上に努めて

まいります。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

・柏崎刈羽原子力発電所 6、7 号機原子炉設置変更許可申請書の提出について 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所6、7号機
原子炉設置変更許可申請書の提出について

2018年１２月１２日

東京電力ホールディングス株式会社

2

原子炉設置変更許可申請の概要（１／４）

【原子炉設置変更許可の申請案件一覧】

＜新規制基準施行後の規則改正への対応＞

・内部溢水による管理区域外への漏えい防止

・地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能維持

＜安全性向上のための設計変更に伴う変更＞

・浸水防止設備の変更

新規制基準施行後の規則改正への対応や安全性を向上させるための設
計変更等に伴い、原子炉設置変更許可の本文等の記載が一部変更にな
ることから、以下の通り、発電用原子炉設置変更許可申請を実施する。

１
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原子炉設置変更許可申請の概要（２／４）

規則 改正前 改正後

設置許可
基準規則

第九条（溢水による損傷の防止等）
2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含
む液体を内包する容器又は配管の破損によって当該容器又は配
管から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該
液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。

第九条（溢水による損傷の防止等）
2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含
む液体を内包する容器、配管その他の設備からの放射性物質を
含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ
漏えいしないものでなければならない。

内部溢水による管理区域外への漏えい防止

内部溢水による管理区域外への漏えい防止について、改正された設置許可基準規
則に整合させた記載（管理区域外への漏えい防止の対象として容器又は配管の破
損起因以外の溢水も含む）へ変更する。

また、詳細設計の進捗に伴い、サブドレンポンプを強化（Ss機能維持，非常用電
源から給電）し、地震後においても、サブドレンポンプにより地下水の水位上昇
を抑制することで、建屋地下部のひび割れからの浸水を確実に防止する設計に変
更したため、本変更申請にあわせて添付書類に反映する。

＜サブドレンポンプ強化＞

２
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原子炉設置変更許可申請の概要（３／４）

地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能維持

設置許可基準規則の改正に伴い、地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能につ
いての要求が明確化されたことから、地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能
維持に係る設計方針を追加する。

具体的には、

運転時に生じる荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件でも、
炉心内の燃料被覆材の強度に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込め機能に
影響を及ぼさない設計とする事を明記する。（燃料被覆管応力及び累積疲労サ
イクル評価を詳細設計で実施）

３
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原子炉設置変更許可申請の概要（４／４）

浸水防止設備の変更

詳細設計の進捗に伴い、関連する本文の記載を変更する。具体的には以下のとおり。

タービン補機冷却海水系の隔離インターロックの設置に伴う浸水防止設備の一部取り下げ

タービン建屋海水熱交換器エリアにおける地震時の溢水（津波の流入含む）について、タービン補機冷却海水系を海洋
から隔離するインターロックを新たに設置し、建屋への津波の継続的な流入を防止することで、浸水量の低減を図る。
当該インターロックの設置に伴い、浸水防止設備の一部が不要となる。

津波に対する止水対策範囲の変更に伴う浸水防止設備の個数変更

津波に対する止水対策範囲（以下「浸水防護バウンダリ」という。）について、詳細な設計検討結果を踏まえ、より合
理的で確実な浸水防護バウンダリに変更する。本変更に伴い、浸水防止設備である水密扉の個数が変更となる。

４

6

■設置許可申請書変更箇所

本文
一、氏名又は名称及び住所並びに代表者氏名
二、使用の目的
三、発電用原子炉の型式，熱出力及び基数
四、発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
五、発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備
六、発電用原子炉施設の工事の計画
七、発電用原子炉に燃料をして使用する核燃料物質の種類及びその年間予
定使用量

八、使用済燃料の処分の方法
九、発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合におけ
る当該事項に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

添付書類
添付書類一 発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
添付書類二 発電用原子炉の熱出力に関する説明書
添付書類三 工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
添付書類四 発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
添付書類五 発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
添付書類六 発電用原子炉施設の場所に関する気象，地盤，水理，地震，社会環境

等の状況に関する説明書
添付書類七 発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメー

トル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以
内の地域を含む縮尺五万分の一の地図

添付書類八 発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
添付書類九 発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
添付書類十 発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対

処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

変更前 変更後

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備
(3) その他の主要な構造
(ⅱ)浸水防護設備
a. 津波に対する防護設備

設計基準対象施設は，基準津波に対して，その安全
機能が損なわれるおそれがないものでなければならないこと，
また，重大事故等対処施設は，基準津波に対して，重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ
れがないものでなければならないことから，海水貯留堰，
取水槽閉止板，水密扉，止水ハッチ，ダクト閉止板，
床ドレンライン浸水防止治具及び貫通部止水処置等によ
り，津波から防護する設計とする。

海水貯留堰（「非常用取水設備」を兼ねる。）
個 数 1

取水槽閉止板
個 数 5

水密扉
個 数 17

止水ハッチ
個 数 1

ダクト閉止板
個 数 2

床ドレンライン浸水防止治具
個 数 一式

貫通部止水処置
個 数 一式

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備
(3) その他の主要な構造
(ⅱ)浸水防護設備
a. 津波に対する防護設備

設計基準対象施設は，基準津波に対して，その安全
機能が損なわれるおそれがないものでなければならないこと，
また，重大事故等対処施設は，基準津波に対して，重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ
れがないものでなければならないことから，海水貯留堰，
取水槽閉止板，水密扉，床ドレンライン浸水防止治具
及び貫通部止水処置等により，津波から防護する設計と
する。

海水貯留堰（「非常用取水設備」を兼ねる。）
個 数 1

取水槽閉止板
個 数 5

水密扉
個 数 一式

床ドレンライン浸水防止治具
個 数 一式

貫通部止水処置
個 数 一式

五、発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備
イ 発電用原子炉施設の位置
ロ 発電用原子炉施設の一般構造

⇒・地震時の燃料被覆管に関する閉じ込め機能維持に
関する設計方針の追加
・内部溢水による管理区域外への漏えい防止に関する記

載を規則の条文と整合 等
ハ 原子炉本体の構造及び設備
二 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備
ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備
ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
チ 放射線管理施設の構造及び設備
リ 原子炉格納施設の構造及び設備
ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

⇒・浸水防止設備の変更
・内部溢水に対する防護の方針を規則の条文解釈と
整合

赤字：今回変更申請にて記載が変更となる箇所
青字：今回の変更申請に係る記載をする必要がある書類

■変更の記載例

【参考】原子炉設置変更許可申請の一例（浸水防止設備の変更）

５

9



（お知らせ） 

 

「第 4 回原子力施設等における事故トラブル事象への対応に関する公開会合」 

における当社説明資料のホームページ掲載について 

 

2018 年 12 月 12 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 本日、原子力規制委員会において「第 4 回原子力施設等における事故トラブル事象への

対応に関する公開会合」が開催され、当社から、当所１号機の非常用ディーゼル発電機の

出力低下および、過給機の軸固着に関する現在までの調査状況についてご説明させていた

だいております。 

 

 説明資料につきましては、当所ホームページに掲載しましたので、お知らせいたしま

す。 

 

 軸が固着した過給機については、10 月 15 日より工場で詳細調査を実施しておりました

が、「タービンブレード付け根部の疲労破損」が過給機の軸固着に至った起因と推定いた

しました。なお、この事象に付随して、レーシングワイヤを含む他の部位が損傷したと評

価いたしました。また、軸が固着していないもう一方の過給機において、1 枚のタービン

ブレード付け根部にき裂を確認しておりますが、こちらについても、引き続き詳細調査を

おこなってまいります。 

 

なお、これまで調査していた過給機以外のディーゼル機関本体や発電機設備について

は、異常は確認されませんでした。 

 

今後も引き続き、原因の特定に向けた調査を進めるとともに、再発防止策を取り纏め、

１月下旬を目処に原子力規制委員会へ報告する予定です。 

 

以上 
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○説明資料 

・柏崎刈羽原子力発電所１号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の過給機軸固着について

（原因調査進捗状況） 

  

○HP 掲載場所 

 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/info/index-j.html 

 【 柏崎刈羽原子力発電所 － 公表資料・データ － お知らせ 】 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の工事計画認可申請の補正書および 

柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出の提出について 

 

2018 年 12 月 13 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社は、柏崎刈羽原子力発電所７号機の工事計画認可申請の補正書および同発電所発電

用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を、本日、原子力規制委員会へ提出いたしまし

た。 

 

 工事計画認可申請の補正書については、工事工程表の見直しとともに、基本設計方針や

機器の仕様や強度・耐震に関する評価方針等を反映し、提出しております。残りの項目に

ついても、原子炉設置変更許可における基本設計方針に基づき詳細設計を進め、準備が整

い次第、補正書を提出してまいります。 

 

 また、工事工程表の見直しに伴い、昨年 12 月に許可を受けた原子炉設置変更許可申請 

のうち、７号機の工事工程表の見直しに関する届出についても提出しております。 

 

当社は、引き続き原子力規制委員会による審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、福島

第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏まえ、更なる安全性、信頼性の向上に努めて

まいります。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

 ・柏崎刈羽原子力発電所 7 号機工事計画認可申請の補正書の提出について 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所7号機
工事計画認可申請の補正書の提出について

2018年１２月１３日

東京電力ホールディングス株式会社

2

工事計画認可申請の補正書の概要（１／５）

〇工事計画認可申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（炉規制法第43条）に基づく手続きであり、原子炉設置変更許可の基本設計方針
に基づいた原子炉施設の詳細設計について、技術基準を満足していることを原子
力規制委員会に審査いただくために申請するもの。

〇工事計画認可申請書は、以下の通り、本文と添付書類で構成される。
本 文：申請者氏名、名称、工事計画（基本設計方針、機器の仕様等を記載する

要目表、品質管理方法）、工事工程表、変更の理由等
添付書類：各機器の詳細な内容を記載した添付書類（説明書、添付図面、耐震

計算書、強度計算書等）

＜工事計画認可補正の経緯＞
2013年9月27日 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の原子炉設置変更許可申請書、

工事計画認可申請書、保安規定変更認可申請書を提出

2017年12月27日 6、7号機 原子炉設置変更許可の取得

2018年12月13日 7号機 工事計画認可申請の補正書（一部）を提出
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3

工事計画認可申請の補正書の概要（２／５）

＜工事計画認可申請の補正書（第１回）の概要＞
（１）2017年12月に取得した原子炉設置変更許可内容について、工事計画の基本

設計方針に反映（対象設備は以下参照）

施設区分 主な設備

1 原子炉本体 原子炉圧力容器

2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 可搬型代替注水ポンプ（A-1級）、使用済燃料貯蔵プール温度計、使用済燃
料貯蔵プール水位計

3 原子炉冷却系統施設 高圧代替注水ポンプ、復水移送ポンプ

4 計測制御系統施設 格納容器内圧力計、格納容器内水素ガス濃度、格納容器下部水位計

5 放射性廃棄物の廃棄施設 排気筒

6 放射線管理施設 プロセス・エリアモニタリング設備

7 原子炉格納施設 原子炉格納容器、格納容器圧力逃がし装置、静的触媒式水素再結合器

8 非常用電源設備 電源車、直流125V蓄電池

9 常用電源設備 発電機、変圧器、遮断器

10 火災防護設備 消火ポンプ、火災区画構造物

11 補助ボイラー 補助ボイラー

12 浸水防護施設 閉止板、水密扉、止水堰

13 補機駆動用燃料設備 燃料設備

14 非常用取水設備 海水貯留堰、取水路

15 緊急時対策所 緊急時対策所

4

工事計画認可申請の補正書の概要（３／５）

＜工事計画認可補正（第１回）の概要＞
（２）工事工程表の見直し

７号機工事完了予定時期：2020年12月
※工事完了時期とは、現地工事期間および原子炉を起動する前の
検査期間を指す。なお、工事完了時期は工事の進捗状況等によ
り変更となる可能性がある

※工事完了時期は再稼働時期とは異なり、再稼働にあたっては、
地元のご理解を大前提に進めていく

原子炉起動を伴う検査の期間は、申請書
式上記載しなければならないため、過去の
前例に倣い、仮に定めたもの。

原子炉の起動を伴う検査は、地元のご理
解を大前提に進めていく。

【工事工程表（申請書より抜粋）】

工事完了時期（2020.12）
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5

工事計画認可申請の補正書の概要（４／５）

＜工事計画認可申請の補正書（第１回）の概要＞
（３）既存機器の仕様の記載を充実化するとともに、新規に設置することに

なった機器の仕様を反映

・重大事故等時に対処するための仕様等を追加記載

・新規設備（高圧代替注水系ポンプ、可搬型代替注水ポンプ（A-1級）、
電源車等）の仕様を追加 等

重大事故等時を想定した圧力・温度等の値を追加記載

工事計画認可申請書抜粋（要目表）

6

工事計画認可申請の補正書の概要の概要（５／５）

＜工事計画認可申請の補正書（第１回）の概要＞
（４）各設備・機器の強度や耐震に関する評価方針など、計算書を作成するため

の方針を記載

＜次回以降の申請内容＞
○今後も、原子炉設置変更許可の基本設計方針に基づき、各施設の詳細
設計を反映した補正書（図面や強度・耐震に関する計算書等）につい
て、準備が整い次第、提出する予定

○耐震設計の基本方針
○強度計算の基本方針
○竜巻への配慮に関する説明書
○溢水防護に関する説明書 等
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【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表） 

（お知らせメモ） 

ケーブルの敷設に係る調査、是正状況について 

 

2018 年 12 月 13 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

当社では現在、１～５号機について、現場ケーブルの調査、是正を進めております。 

   

前回の公表（2018 年 11 月 8 日）以降、区分跨ぎケーブルを 1 本確認しました。是正

数に変更はありません。 

 

当社は、引き続き調査、是正を進めていく中で確認された区分跨ぎケーブルは、適宜、 

是正を行ってまいります。 

 

調査、是正状況については、以下の通りです。 

 

【現場ケーブルトレイの調査、是正状況】       2018 年 12 月 12 日現在 

号機 区分跨ぎケーブル数 是正数 
調査・是正の 

進捗状況 

１号機 454 本（454 本） 437 本（437 本） 調査中 

２号機 139 本（139 本） 139 本（139 本） 調査中 

３号機 109 本（108 本） 68 本（68 本） 調査中 

４号機 134 本（134 本） 134 本（134 本） 調査中 

５号機 376 本（376 本） 376 本（376 本） 調査中 

（ ）内は、前回 2018 年 11 月 8 日公表の数 

 

 

＜参考＞ 

【1～7 号機（中央制御室床下+現場ケーブルトレイ）区分跨ぎケーブル数と是正数の合計】 

2018 年 12 月 12 日現在の区分跨ぎ 

ケーブル数の合計 
2,715 本（2,714 本）※ 

2018 年 12 月 12 日現在の区分跨ぎ 

ケーブルの是正数の合計 
2,657 本（2,657 本）※ 

（ ）内は、前回 2018 年 11 月 8 日公表の数 

※ 現在、1～5 号機の現場ケーブルの調査、是正を継続しているため、今後区分跨ぎ 

  ケーブル数、是正数の合計が変わる可能性がある 

 

 
以 上 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表） 

 

（お知らせメモ） 

防火区画貫通部の調査、是正状況について 

2018年 12月 13日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 
 
 当所では現在、１～7号機およびその他共用施設等の防火区画の貫通部について、調査、

是正を進めております。 

前回の公表（2018年 11月 8日）以降、1号機で 2箇所、5号機で 9箇所の防火処置 

未実施箇所を確認しました。当該箇所については、準備が整い次第是正いたします。 
 

 調査、是正状況については、以下の通りです。 

【調査、是正状況】                      2018年 12月 12日現在   

号機 調査状況 
調査 

進捗率 

防火処置 

未実施箇所数※１ 

未実施箇所の内 

是正実施済箇所数※１ 

１号機 調査中 35％ 21※２ 19※２ 

２号機 調査中 30％ 4 4 

３号機 調査中 80％ － － 

４号機 調査中 55％ － － 

５号機 調査中 75％ 11 2 

６号機 調査中 95％ 1 1 

７号機 調査中 95％ 2 2 

その他※２
 

プラント共用施設 調査中 95％ 0 0 

事務所等 調査中 95％ 124 0 

計   163 28 

注記：下線は前回 2018年 11月 8日公表からの更新箇所。 
   プラント共用施設は、固体廃棄物貯蔵庫等。 

事務所等は、事務本館、サービスホール等。 
なお、発電所敷地外にあるエネルギーホールを確認した結果、11箇所の防火処置の未実施箇所 
を確認。 
以下の共用施設については、それぞれの代表号機である 1,3,5,6号機に含めて集計。 
１号機：1,2号機サービス建屋、1～4号機洗濯設備建屋、1～4号機焼却建屋 

   ３号機：3,4号機サービス建屋 
   ５号機：5～7号機洗濯設備建屋、5～7号機焼却建屋 
   ６号機：6,7号機サービス建屋、6,7号機廃棄物処理建屋 
※１ 2018年 3月 22日までにお知らせした箇所数を含む 
   なお、2号機については 2017年 7月に確認された 2箇所を含む 
※２ 2018年 3月 22日にお知らせした、その他共用施設等の 7箇所（1,2号機サービス建屋 3箇所、

1～4号機洗濯設備建屋 4箇所）については、１号機施設とする 
 

以 上  
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（お知らせ） 

2018 年 12 月 19 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

不適合の予防処置の不備について 

 

 

 当社は、原子力安全にかかわる不適合を、その重要度に応じ適切に処置する

ことにより、原子力安全を確保しております。 

予防処置※の必要性の検討が必要となった不適合については、本社で予防処置

の要否を検討することになっておりましたが、一部の不適合について当該検討

が未実施となっておりましたのでお知らせいたします。 

 

以 上 

 

※ 起こりえる不適合を未然に防止するための処置。当社で発生した不適合の是

正処置を他店所へ水平展開することや、他社の不適合情報から得られる当社

にとって必要な処置をすること。 

 

添付資料 

・不適合の概要 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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不適合の概要

• 2018年11月27日に実施された福島第二原子力発電所における「平成30年度第3回保安検査」において、予防処置の必要性
の検討「要」とした4件の不適合について、是正処置計画の立案が完了しているにもかかわらず、本社における予防処置の検討がさ
れていない状況である旨の指摘を受け、社内にて確認したところ、検討漏れがあることが判明した。

経緯

添付資料

• 当社は、原子力安全にかかわる不適合を、その重要度に応じ適切に不適合処置※1・是正処置※2 ・予防処置※3をすることにより、
原子力安全を確保することとしている。

• 予防処置の必要性の検討「要」となった不適合については、本社で予防処置の要否を検討することになっているが、一部の不適合
について当該検討が実施されない不備が見つかったもの。

概要

※1 不適合が放置されることを防ぐために、また当該不適合除去するためにとられる処置
※2 不適合またはその他望ましくない状況の原因を除去し、再発を防止するための処置
※3 起こりえる不適合を未然に防止するための処置。当社で発生した不適合の是正処置を他店所へ水平展開することや、他社の不適合情報から得られる当社にとって必要な処置を

すること。

• 不明瞭な業務手順
→当社マニュアル・ガイドに予防処置における業務の基本的なプロセスは記載されているものの、予防処置の検討対象としてシステ
ム登録するまでの業務の詳細（具体的な仕事の進め方・手順）や期限について明文化されておらず、組織として管理できていな
かった。

• 効果的ではないモニタリング（監視）
→上記のとおり、業務の詳細な手順が明確でなく、また、期限が定められていないために、定期的なモニタリングの活動が効果的に
実施されていなかった。

原因

不適合の概要

• 発電所で予防処置の必要性の検討「要」と判断された時点で、是正処置計画の立案の有無にかかわらず、速やかに予防処置の
検討対象としてシステムに登録し、予防処置の活動が実施されない状況が継続されないようにする。

• モニタリング（監視）を強化する仕組みとして、定期的にシステムへの登録状況について確認する。

再発防止対策

添付資料

① 予防処置の必要性の検討「要」として判
断された不適合は、発電所から本社へ連
絡する

発電所
③ 登録された不適合の予防処置の要否を

判断し、必要と判断された場合は予防処
置を実施をする

② 本社は、連絡を受けた不適合を、発電所
で是正処置計画が立案された後、システ
ムに当該不適合を登録する

本社 本社

②の業務手順で
33件のシステム登録漏れ（予防

処置の検討漏れ）が発生
業務手順

改
善
後

① 予防処置の必要性の検討「要」として判
断された不適合は、発電所から本社へ連
絡する

③ 登録された不適合の予防処置の要否を
判断し、必要と判断された場合は予防処
置を実施する
また、システムを定期的に確認し、進捗状
況の確認をする

② 本社は、連絡を受けた不適合を、発電所
の是正処置計画の立案にかかわらず、速
やかにシステムに当該不適合を登録する

従
来
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